
 

福津市内小中学校ＩＣＴ支援業務（令和８年度～１０年度）について公募型プロポーザルを実施する

ので、次のとおり参加希望者を募集します。 

 

令和７年１１月２６日 

 

福津市長  福 井 崇 郎 

 

１ 契約担当部局 

 〒８１１－３２９３ 福津市中央１丁目１番１号 

福津市教育部学校教育課みらい教育係 

電話 ０９４０－６２－５０９０ 

FAX ０９４０－４３－９００４ 

e-mail gakko@city.fukutsu.lg.jp 

 

２ 業務の概要 

(1)  業 務 名  福津市内小中学校ＩＣＴ支援業務（令和８年度～１０年度） 

(2) 業務内容 「福津市内小中学校ＩＣＴ支援業務（令和８年度～１０年度）仕様書」に記載 

のとおり 

(3) 履行期間 令和８年４月１日 から 令和１１年３月３１日まで 

 

３ 参加資格要件 

公募型プロポーザルに参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、次のすべての要件を満

たしていること。 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４（昭和２２年政令第１６号）の規定に該当しない者であるこ

と。 

(2) 福津市から福津市指名停止措置要綱（平成１７年１月２４日告示第６号）に基づく指名停止措

置を受けていない者であること。ただし、福津市一般（氏名）競争入札参加資格審査登録名簿に

登載されていない場合は、福岡県内の公共機関から指名停止措置を受けていない者であること。 

 (3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（会

社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けてい

る者を除く。）でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 

（4）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人であってその役員が暴力団員でないこと。 
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（5）福津市の入札参加資格を有している者であること。又は、次に掲げる書類を提出できること。 

① 登記事項証明書（現在又は履歴事項全部証明書）※発行後、３箇月以内のものに限る。 

② 財務諸表（決算報告書）※直近１事業年度分 

③ 税の滞納がない証明書 ※発行後、３か月以内のものに限る。 

  ・国税・・・滞納税額のない証明書 

  ・都道府県税・・・納税証明書の備考欄に「都道府県税に滞納のない旨」の表示があるもの。 

   ※支店等に委任する場合は、支店等所在の市町村発行の支店分の証明 

  ・市町村税・・・納税証明書の備考欄に「市町村税に滞納のない旨」の行事があるもの 

   ※当該市町村が「滞納のない証明書」を発行していない場合に限り、納税証明書【直近３

箇年度分】でも可とする。また、支店等に委任する場合は、支店等所在の市町村発行の支

店分の証明 

 

４ 実施要領等の交付期間及び方法 

福津市内小中学校ＩＣＴ支援業務（令和８年度～１０年度）に係る公募型プロポーザル実施要領及

び様式等（以下「実施要領等」という。）の交付は、次のとおりとする。 

(1) 交付期間 

公募の日 から 令和８年１月５日（月曜日）まで 

(2) 交付方法 

１の場所で交付するほか、福津市ホームページからのダウンロードにより交付する。 

   ホームページ URL https://www.city.fukutsu.lg.jp/ 

 

５ 参加手続等 

(1) 参加表明書の提出 

参加希望者は、実施要領等で示す書類を次のとおり提出しなければならない。 

ア 提出期限  令和７年１２月１５日（月）午後５時 

イ 提出場所  １に同じ。 

ウ 提出方法  持参又は郵送による。（電子メールやファクスでの提出は受け付けない。） 

※郵送の場合は、提出期限までの必着とし、書留郵便に限る。 

 (2) 参加資格の確認等 

３に定める参加資格要件の確認を行い、確認結果を通知する。併せて参加資格要件を有する者

に、企画提案書の提出を要請する。 

(3)  企画提案書の提出 

(2)で企画提案書の提出を依頼された者は、次のとおり企画提案書を提出しなければならない。 

ア 提出期限  令和８年１月５日（月）午後５時 

イ 提出場所  １に同じ。 



ウ 提出方法  持参又は郵送による。 

        ※郵送の場合は、提出期限までの必着とし、書留郵便に限る。 

 

６ 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする。 

(1) 参加資格要件を満たしていない場合 

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3) 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合

しない書類の提出があった場合 

(4) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

７ 受注候補者の特定 

福津市内小中学校ＩＣＴ支援業務（令和８年度～１０年度）プロポーザル審査会設置要綱に基づき

設置する審査会において、実施要領等で定めた評価基準及び審査方法により、提出された企画提案書

等の審査及び評価を行い、その結果に基づいて本業務の受注候補者として特定する。 

 

８ 契約に関する基本事項 

(1) 契約の締結 

７において特定された者と協議を行い、内容について合意の上、随意契約の方法により契約を締

結する。 

(2) 契約保証金 

要する。ただし、福津市財務規則第１３９条の規定に該当する場合は免除する。 

(3) 契約書作成の要否 要する。 

  (4) 支払条件 毎月後払いとする。 

 

９ その他 

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 提出期限後における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

(3) 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 

(4) 提出された書類は返還しない。 

(5) 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。 

(6) プレゼンテーション及びヒアリングにて口頭で提案したことについては、契約内容に含むものと

する。 

(7) 受注候補者に特定された者であっても、契約締結までの間に、第４参加資格要件に掲げる要件を

満たさなくなった場合は、当該候補者とは契約を締結しない。 



(8) 企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリングにおいて、著しく実現性から乖離した提案を行

っていたことが明らかになった場合は、契約を解除することができる。 

(9) 受注委託候補者と業務委託契約を締結できない何らかの事由が発生した場合又は交渉が整わな

い場合には、プロポーザルにて次順位以下となった事業者のうち、順位が上位であった者から当該

委託業務について交渉を行う。 

(10) 市は、契約日の翌日から１年間、本プロポーザルに関する結果公表を行う。 


